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(57)【要約】
【課題】快削性の高いアブレイダブルコーティングの施
工の効率化を図ることができるアブレイダブルコーティ
ングの施工方法等を提供する。
【解決手段】アブレイダブルコーティングの施工方法は
、セラミック粒子と溶媒とを含むスラリーを用いて、遮
熱コーティング層の表面上にスラリーパターンを形成す
るパターン形成工程Ｓ１と、遮熱コーティング層の表面
上に形成されたスラリーパターンを焼結して、アブレイ
ダブルコーティング層を形成する焼成工程Ｓ３と、を備
える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミック粒子と溶媒とを含むスラリーを用いて、基材の表面上にスラリーパターンを
形成するパターン形成工程と、
　前記基材の表面上に形成された前記スラリーパターンを焼結して、アブレイダブルコー
ティング層を形成する焼成工程と、を備えることを特徴とするアブレイダブルコーティン
グの施工方法。
【請求項２】
　前記基材は、表面に多孔質のセラミック層が形成され、
　前記パターン形成工程では、前記スラリーを用いて、前記セラミック層に前記スラリー
パターンを形成することを特徴とする請求項１に記載のアブレイダブルコーティングの施
工方法。
【請求項３】
　前記セラミック層に含まれるセラミック材料と、前記アブレイダブルコーティング層に
含まれるセラミック粒子とは、同じ種類であることを特徴とする請求項２に記載のアブレ
イダブルコーティングの施工方法。
【請求項４】
　前記基材は、内部に冷却流路が形成されるシュラウドであり、
　前記焼成工程では、前記スラリーパターンが形成される部分のみを加熱すると共に、前
記冷却流路に冷却媒体を流通させることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記
載のアブレイダブルコーティングの施工方法。
【請求項５】
　前記パターン形成工程では、前記スラリーを吐出するノズルから前記基材へ向けて前記
スラリーを吐出させながら、前記ノズルを多軸ロボットにより移動させて、前記スラリー
パターンを形成することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載のアブレイダ
ブルコーティングの施工方法。
【請求項６】
　前記パターン形成工程では、前記基材の表面上に前記スラリーを塗布し、塗布した前記
スラリーに型材を押し当てて、前記スラリーパターンを形成することを特徴とする請求項
１から４のいずれか１項に記載のアブレイダブルコーティングの施工方法。
【請求項７】
　前記セラミック粒子は、粒径が大きい粗粒粒子と、前記粗粒粒子に比して粒径が小さい
微粒粒子と、を含み、
　前記粗粒粒子の体積をＶ１とし、前記微粒粒子の体積をＶ２とすると、
　前記粗粒粒子と前記微粒粒子との体積比は、５０／５０≦Ｖ１／Ｖ２≦９０／１０の範
囲であることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載のアブレイダブルコーテ
ィングの施工方法。
【請求項８】
　前記粗粒粒子は、平均粒径が、１μｍ以上１０μｍ以下となっており、
　前記微粒粒子は、平均粒径が、０．０１μｍ以上１μｍ以下となっていることを特徴と
する請求項７に記載のアブレイダブルコーティングの施工方法。
【請求項９】
　前記溶媒は、水であることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載のアブレ
イダブルコーティングの施工方法。
【請求項１０】
　動翼と対向する表面に多孔質のセラミック層が形成されるシュラウドにおいて、
　前記セラミック層の前記表面上に形成されるアブレイダブルコーティング層を備え、
　前記セラミック層に含まれるセラミック材料と、前記アブレイダブルコーティング層に
含まれるセラミック材料とは、同じ種類であることを特徴とするシュラウド。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シュラウド等の基材の表面に形成されるアブレイダブルコーティングの施工
方法及びシュラウドに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、基材に形成されるコーティングとして、基材の表面に形成されるボンドコートと
、ボンドコート上に形成されるセラミック層と、を備えたものが知られている（例えば、
特許文献１参照）。このセラミック層は、マスクを用いて、基材上にプラズマ溶射を行う
ことで所定のパターンが形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０００３１７２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１では、所定のパターンとなるスリットが形成されたマスクを
用いることから、プラズマ溶射を行うことによって、マスクのスリットが閉塞する（目詰
まりする）可能性がある。この場合、マスクの取り替え頻度が高くなることから、施工効
率の向上を図ることが困難である。
【０００５】
　そこで、本発明は、快削性の高いアブレイダブルコーティングの施工の効率化を図るこ
とができるアブレイダブルコーティングの施工方法及びシュラウドを提供することを課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のアブレイダブルコーティングの施工方法は、セラミック粒子と溶媒とを含むス
ラリーを用いて、基材の表面上にスラリーパターンを形成するパターン形成工程と、前記
基材の表面上に形成された前記スラリーパターンを焼結して、アブレイダブルコーティン
グ層を形成する焼成工程と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　この構成によれば、基材上にスラリーパターンを形成した後、スラリーパターンを焼結
することで、基材上にアブレイダブルコーティング層を形成することができる。このため
、マスク等を用いる必要がなく、簡易な工程で快削性の高いアブレイダブルコーティング
層を形成できることから、アブレイダブルコーティングの施工の効率化を図ることができ
る。
【０００８】
　また、前記基材は、表面に多孔質のセラミック層が形成され、前記パターン形成工程で
は、前記スラリーを用いて、前記セラミック層に前記スラリーパターンを形成することが
好ましい。
【０００９】
　この構成によれば、セラミック層とアブレイダブルコーティング層との結合を強固なも
のとすることができる。すなわち、セラミック層は、多孔質となっていることから、スラ
リーに含まれる溶媒が、セラミック層の気孔に入り込み、セラミック層との界面にセラミ
ック粒子が凝集され、この状態で焼成されることで、セラミック層とアブレイダブルコー
ティング層とが強固に結合する。
【００１０】
　また、前記セラミック層に含まれるセラミック材料と、前記アブレイダブルコーティン
グ層に含まれるセラミック粒子とは、同じ種類であることが好ましい。
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【００１１】
　この構成によれば、セラミック層とアブレイダブルコーティング層との熱膨張係数を同
じにすることができる。このため、熱によるセラミック層とアブレイダブルコーティング
層との剥離を抑制することができる。
【００１２】
　また、前記基材は、内部に冷却流路が形成されるシュラウドであり、前記焼成工程では
、前記スラリーパターンが形成される部分のみを加熱すると共に、前記冷却流路に冷却媒
体を流通させることが好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、スラリーパターンの焼成時において、シュラウドへの入熱を抑制す
ることができるため、シュラウドへの熱影響を低減することができる。
【００１４】
　また、前記パターン形成工程では、前記スラリーを吐出するノズルから前記基材へ向け
て前記スラリーを吐出させながら、前記ノズルを多軸ロボットにより移動させて、前記ス
ラリーパターンを形成することが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、多軸ロボットにより基材上にスラリーパターンを安定的に形成する
ことができるため、生産性の向上を図ることができる。
【００１６】
　また、前記パターン形成工程では、前記基材の表面上に前記スラリーを塗布し、塗布し
た前記スラリーに型材を押し当てて、前記スラリーパターンを形成することが好ましい。
【００１７】
　この構成によれば、型材により基材上にスラリーパターンを安定的に形成することがで
きるため、生産性の向上を図ることができる。
【００１８】
　また、前記セラミック粒子は、粒径が大きい粗粒粒子と、前記粗粒粒子に比して粒径が
小さい微粒粒子と、を含み、前記粗粒粒子の体積をＶ１とし、前記微粒粒子の体積をＶ２
とすると、前記粗粒粒子と前記微粒粒子との体積比は、５０／５０≦Ｖ１／Ｖ２≦９０／
１０の範囲であることが好ましい。
【００１９】
　この構成によれば、パターン形成工程に適したスラリーとすることができ、また、焼成
工程後に形成されるアブレイダブルコーティング層を適切なものとすることができる。な
お、粗粒粒子と微粒粒子との体積比は、７／３程度であることがより好ましい。
【００２０】
　また、前記粗粒粒子は、平均粒径が、１μｍ以上１０μｍ以下となっており、前記微粒
粒子は、平均粒径が、０．０１μｍ以上１μｍ以下となっていることが好ましい。
【００２１】
　この構成によれば、パターン形成工程により適したスラリーとすることができ、同様に
、焼成工程後に形成されるアブレイダブルコーティング層をより適切なものとすることが
できる。
【００２２】
　また、前記溶媒は、水であることが好ましい。
【００２３】
　この構成によれば、アルコール等の他の溶媒に比して、揮発し難い水を用いることがで
きるため、スラリーの時間変化を抑制することができる。このため、量産を行うにあたっ
て、スラリーパターンの形成を安定的に行うことが可能となる。また、溶媒は、消耗品で
あることから、溶媒として安価な水を用いることで、ランニングコストの低減を図ること
ができる。
【００２４】
　本発明のシュラウドは、動翼と対向する表面に多孔質のセラミック層が形成されるシュ



(5) JP 2017-137539 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

ラウドにおいて、前記セラミック層の前記表面上に形成されるアブレイダブルコーティン
グ層を備え、前記セラミック層に含まれるセラミック材料と、前記アブレイダブルコーテ
ィング層に含まれるセラミック材料とは、同じ種類であることを特徴とする。
【００２５】
　この構成によれば、セラミック層とアブレイダブルコーティング層との結合を強固なも
のにすることができる。また、セラミック層とアブレイダブルコーティング層との熱膨張
係数を同じにできることから、熱によるセラミック層とアブレイダブルコーティング層と
の剥離を抑制することができる。このため、信頼性の高いアブレイダブルコーティング層
を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本実施形態に係る施工方法によりアブレイダブルコーティングが施工さ
れるシュラウドの概略構成図である。
【図２】図２は、本実施形態に係るアブレイダブルコーティングの施工方法に関するフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下に、本発明に係る実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態
によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素には、
当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。さらに、以
下に記載した構成要素は適宜組み合わせることが可能であり、また、実施形態が複数ある
場合には、各実施形態を組み合わせることも可能である。
【００２８】
［実施形態］
　図１は、本実施形態に係る施工方法によりアブレイダブルコーティングが施工されるシ
ュラウドの概略構成図である。図２は、本実施形態に係るアブレイダブルコーティングの
施工方法に関するフローチャートである。
【００２９】
　本実施形態に係るアブレイダブルコーティングの施工方法は、施工対象物として、例え
ば、ガスタービン発電機またはガスタービンエンジン等のガスタービンに設けられるシュ
ラウドに適用される。先ず、アブレイダブルコーティングの施工方法に先立ち、シュラウ
ド１０について簡単に説明する。
【００３０】
　シュラウド１０は、回転軸に対して周方向に所定の間隔を空けて設けられる複数の動翼
１１の径方向外側を取り囲むように設けられるケーシングである。このシュラウド１０の
内部には、例えば、燃焼ガス等の高温の作動流体が流通しており、この作動流体によって
複数の動翼１１が回転軸を中心に回転する。つまり、シュラウド１０は、静止部材である
一方で、複数の動翼１１は、回転軸を中心に回転する回転部材となっている。そして、回
転軸の径方向において、シュラウド１０と各動翼１１との間には、クリアランス１５が形
成されている。
【００３１】
　シュラウド１０は、シュラウド本体２０と、遮熱コーティング層（セラミック層）２１
と、アブレイダブルコーティング層２２とを備えている。シュラウド本体２０は、例えば
、Ｎｉ基超合金等の耐熱金属材料を用いて形成されており、その内部には、冷却流路２５
が形成されている。冷却流路２５は、シュラウド１０の内部を通過する高温の作動流体に
よって加熱されたシュラウド本体２０を冷却すべく、その内部に冷却空気等の冷却媒体が
流通している。また、この冷却流路２５は、後述するアブレイダブルコーティングの施工
方法において利用することが可能となっている。
【００３２】
　遮熱コーティング層（ＴＢＣ：Thermal Barrier Coating）２１は、シュラウド本体２
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０の表面、すなわち、シュラウド本体２０の動翼１１と対向する面に形成されている。遮
熱コーティング層２１は、高温の作動流体からシュラウド本体２０への入熱を抑制すべく
、多孔質のセラミック層となっている。
【００３３】
　遮熱コーティング層２１は、酸化物系のセラミック材料である、ジルコニア系のセラミ
ック材料が用いられており、本実施形態では、ＺｒＯ２が用いられている。遮熱コーティ
ング層２１は、その気孔率が、例えば、５％から１５％の範囲となっており、本実施形態
では、１０％となっている。この遮熱コーティング層２１は、例えば、セラミック溶射（
ＡＰＳ：Atmospheric Plasma Spraying）によって、均一な厚みの層として、シュラウド
本体２０の表面に一様に形成される。
【００３４】
　アブレイダブルコーティング層２２は、遮熱コーティング層２１の表面に形成されてい
る。アブレイダブルコーティング層２２は、シュラウド１０と各動翼１１との間に形成さ
れるクリアランス１５から、作動流体が漏出することを抑制するためのシール材であり、
各動翼１１によって快削される。アブレイダブルコーティング層２２は、遮熱コーティン
グ層２１から突出するフィン形状となっており、遮熱コーティング層２１上において所定
のパターンが形成されている。パターンとしては、例えば、波形状となるフィンであるが
、この形状に限定されず、作動流体のリークを抑制する形状であれば、いずれの形状であ
ってもよい。
【００３５】
　アブレイダブルコーティング層２２は、遮熱コーティング層２１と同じ種類となるセラ
ミック材料が用いられており、例えば、ジルコニア系のセラミック材料が用いられ、本実
施形態では、ＺｒＯ２が用いられている。アブレイダブルコーティング層２２は、その気
孔率が、例えば、１０％から４０％の範囲となっており、本実施形態では、２０％となっ
ている。このアブレイダブルコーティング層２２は、後述するアブレイダブルコーティン
グの施工方法によって、遮熱コーティング層２１の表面に形成される。
【００３６】
　次に、図２を参照して、アブレイダブルコーティングの施工方法について説明する。本
実施形態の施工方法では、遮熱コーティング層２１が施工されたシュラウド本体２０を、
基材として適用しており、遮熱コーティング層２１の表面に、アブレイダブルコーティン
グ層２２を形成している。なお、本実施形態では、基材として、遮熱コーティング層２１
を施工したシュラウド本体２０に適用したが、この構成に限定されず、基材として、多孔
質のセラミック材を適用してもよい。
【００３７】
　先ず、本実施形態の施工方法では、スラリーを用いて、遮熱コーティング層２１の表面
上にスラリーパターンを形成する（ステップＳ１：パターン形成工程）。
【００３８】
　ここで、パターン形成工程Ｓ１において使用されるスラリーについて説明する。スラリ
ーは、セラミック粒子と、溶媒と、バインダーと、分散剤とを含んで構成されている。
【００３９】
　セラミック粒子は、粗粒粒子と微粒粒子とを含んでおり、本実施形態では、いずれの粒
子もジルコニア系（例えば、ＺｒＯ２）のセラミック粒子が用いられている。粗粒粒子の
体積をＶ１とし、微粒粒子の体積をＶ２とすると、粗粒粒子と微粒粒子との体積比は、５
０／５０≦Ｖ１／Ｖ２≦９０／１０の範囲となっており、本実施形態では、Ｖ１／Ｖ２＝
７／３程度となっている。また、粗粒粒子は、平均粒径が、１μｍ以上１０μｍ以下とな
っており、本実施形態では、３．４μｍのものが用いられている。微粒粒子は、平均粒径
が、０．０１μｍ以上１μｍ以下となっており、本実施形態では、０．１μｍのものが用
いられている。
【００４０】
　溶媒は、例えば、蒸留水等の水が用いられており、スラリーにおけるセラミック粒子の
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体積濃度が、２０～６０ｖｏｌ％となるように混合される。本実施形態では、溶媒として
、アルコール等の他の溶媒に比して、揮発し難い水を用いることで、スラリーの粘度等の
経時的な変化を抑制している。
【００４１】
　バインダーは、例えば、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ：Polyvinyl Alcohol）が用い
られ、セラミック粒子の質量に対して、１～１０ｗｔ％となるように混合される。また、
分散剤は、例えば、ボリカルボン酸アンモニウム塩が用いられ、セラミック粒子の質量に
対して、０．１～０．５ｗｔ％となるように混合される。
【００４２】
　上記のように構成されるスラリーは、本実施形態において、その粘度が、１６．４ｍＰ
ａ・ｓとなっている。なお、上記のスラリーは、一例であり、上記の構成に限定されない
。例えば、より高い気孔率となるアブレイダブルコーティング層２２が求められる場合に
は、微粒粒子に対する粗粒粒子の割合を多くすればよい。また、例えば、より高い粘度と
なるスラリーが求められる場合には、セラミック粉体の体積濃度を高めたり、バインダー
の添加量を増やしたりすればよい。
【００４３】
　このようなスラリーを用いて、遮熱コーティング層２１にスラリーパターンを形成する
場合、スラリーを吐出するノズルと、ノズルを移動させる多軸ロボットとを用いる。つま
り、パターン形成工程Ｓ１では、ノズルから遮熱コーティング層２１へ向けてスラリーを
吐出させながら、ノズルを多軸ロボットにより移動させることで、所定のスラリーパター
ンを形成する。
【００４４】
　ここで、スラリーは、多孔質となる遮熱コーティング層２１に塗布されることから、ス
ラリーに含まれる溶媒の一部は、遮熱コーティング層２１へ向かう。このとき、溶媒の移
動に随伴して、セラミック粒子の一部が、遮熱コーティング層２１の気孔に入り込む。パ
ターン形成工程Ｓ１後、続いて、乾燥工程Ｓ２を実行する。
【００４５】
　乾燥工程Ｓ２では、スラリーパターンに含まれる溶媒を、自然乾燥または加熱乾燥によ
り揮発させる。乾燥工程Ｓ２後、続いて、焼成工程Ｓ３を実行する。
【００４６】
　焼成工程Ｓ３では、遮熱コーティング層２１の表面上に形成されたスラリーパターンを
焼結して、アブレイダブルコーティング層２２を形成する。具体的に、焼成工程Ｓ３では
、スラリーパターンが形成される部分のみを、バーナ等の火炎で直接加熱したり、レーザ
照射によって直接加熱したりする。このとき、焼成工程Ｓ３では、シュラウド本体２０の
冷却流路２５に冷却媒体を流通させて、シュラウド本体２０及び遮熱コーティング層２１
を冷却する。これにより、焼成工程Ｓ３では、スラリーパターンを焼成温度とすることで
、遮熱コーティング層２１上にアブレイダブルコーティング層２２を形成する。
【００４７】
　以上のように、本実施形態によれば、遮熱コーティング層２１上にスラリーパターンを
形成した後、スラリーパターンを焼結することで、遮熱コーティング層２１上にアブレイ
ダブルコーティング層２２を形成することができる。このため、マスク等を用いる必要が
なく、簡易な工程で快削性の高いアブレイダブルコーティング層２２を形成できることか
ら、アブレイダブルコーティングの施工の効率化を図ることができる。
【００４８】
　また、本実施形態によれば、多孔質の遮熱コーティング層２１上に、スラリーパターン
を形成することができる。このため、スラリーに含まれるセラミック粒子が、遮熱コーテ
ィング層２１の気孔に入り込み、この状態で焼成されることで、遮熱コーティング層２１
とアブレイダブルコーティング層２２との結合を強固なものとすることができる。
【００４９】
　また、本実施形態によれば、遮熱コーティング層２１とアブレイダブルコーティング層
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アブレイダブルコーティング層２２との熱膨張係数を同じにすることができる。このため
、遮熱コーティング層２１とアブレイダブルコーティング層２２との熱による剥離を抑制
することができる。
【００５０】
　また、本実施形態によれば、スラリーパターンの焼成時において、シュラウド本体２０
の冷却流路２５に冷却媒体を流通させることができるため、シュラウド１０への入熱を抑
制することができ、シュラウド１０への熱影響を低減することができる。
【００５１】
　また、本実施形態によれば、パターン形成工程Ｓ１において、ノズル及び多軸ロボット
を用いて、多軸ロボットにより遮熱コーティング層２１上にスラリーパターンを安定的に
形成することができるため、生産性の向上を図ることができる。
【００５２】
　また、本実施形態によれば、上記のようなスラリーを用いることで、パターン形成工程
Ｓ１に適したスラリーとすることができ、また、焼成工程Ｓ３後に形成されるアブレイダ
ブルコーティング層２２を適切なものとすることができる。
【００５３】
　また、本実施形態によれば、溶媒として水を用いることにより、スラリーの時間変化を
抑制することができるため、量産を行うにあたって、スラリーパターンの形成を安定的に
行うことが可能となる。また、溶媒は、消耗品であることから、溶媒として安価な水を用
いることで、ランニングコストの低減を図ることができる。
【００５４】
　なお、本実施形態では、遮熱コーティング層２１及びアブレイダブルコーティング層２
２に用いられるセラミック材料として、イットリア安定化ジルコニア（ＹＳＺ）を用いた
が、この構成に限定されず、例えば、アルミナ系のセラミック材料や希土類シリケート系
のセラミック材料を用いてもよい。
【００５５】
　また、本実施形態では、スラリーパターンが形成される部分のみを加熱したが、シュラ
ウド１０全体を加熱炉に入れてもよく、特に限定されない。
【００５６】
　また、本実施形態では、パターン形成工程Ｓ１において、ノズル及び多軸ロボットを用
いたが、この構成に限定されない。例えば、パターン形成工程Ｓ１において、遮熱コーテ
ィング層２１の表面上にスラリーを塗布し、塗布したスラリーに型材を押し当てて、スラ
リーパターンを形成してもよい。この構成においても、型材により遮熱コーティング層２
１上にスラリーパターンを安定的に形成することができるため、生産性の向上を図ること
ができる。
【符号の説明】
【００５７】
　１０　シュラウド
　１１　動翼
　１５　クリアランス
　２０　シュラウド本体
　２１　遮熱コーティング層
　２２　アブレイダブルコーティング層
　２５　冷却流路
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